
特集 台風などの風水害に備えよう！

気象庁は防災気象情報発表時に
「警戒レベル3相当」など「相当情報」
を付して発表しますが、市が発令す
る警戒レベルとは異なります。
市からの情報に注意してくださ
い。

夏から秋にかけては、突発的な大雨や台風などの風水害が多く発生する時期です。市内では、相模川・鳩川・目久尻川の夏から秋にかけては、突発的な大雨や台風などの風水害が多く発生する時期です。市内では、相模川・鳩川・目久尻川の溢溢
いっすいいっすい

水水
や崖地の土砂災害の可能性が高まります。や崖地の土砂災害の可能性が高まります。
川の近くや崖地付近に住む方は、自らの命は自ら守る意識を持ち、避難先や災害情報の取得方法を確認するとともに非常用川の近くや崖地付近に住む方は、自らの命は自ら守る意識を持ち、避難先や災害情報の取得方法を確認するとともに非常用

持出品を備えましょう。持出品を備えましょう。
また、自宅や所有地の樹木などの維持管理や周辺の道路側溝のごみを取り除くなど、いつ起こるか分からない災害に対し、また、自宅や所有地の樹木などの維持管理や周辺の道路側溝のごみを取り除くなど、いつ起こるか分からない災害に対し、

日頃から備えましょう。�日頃から備えましょう。� 担当危機管理課　☎046（252）7395　危機管理課　☎046（252）7395　 FAX 046（252）7773046（252）7773

市が発令する警戒レベルに

要注意！
避難情報 警戒レベル 発信者 取るべき行動

緊急安全確保 レベル5 座間市（発令）
気象庁（相当情報）災害が発生・切迫している。命を守るための最善の行動を取る。

避難指示 レベル４ 座間市（発令）
気象庁（相当情報）

速やかに避難する。避難施設などまでの移動が危険または困難な場合
は、近くの安全な場所や、自宅内のより安全な場所に避難する。

高齢者等避難 レベル３ 座間市（発令）
気象庁（相当情報）

避難に時間を要する方（高齢者、体の不自由の方）とその支援者は避
難する。その他の人は、避難の準備をする。

なし レベル2 気象庁（発表） 気象情報に注意するとともに、避難行動を確認しておく。

なし レベル１ 気象庁（発表） 今後の気象情報に注意する。

地震災害と風水害では避難行動が異なり
ます。右表を参考に、いざという時にすぐ
行動できるようにしておきましょう。

　　 地震 風水害
発災時 命を守る行動 すでに避難完了

避難行動時
いっとき集合場所・いっとき避難場所で近隣
住民の安否確認や、救助救出、状況把握など
を行う

隣近所と声を掛け合い、速やかに危険区域外
または建物の上層階へ移動

避難所・指定緊急避難場所
受け入れ対象者 住宅が被災した方 洪水、土砂災害の危険区域に居住している方

地震と風水害の避難行動適切な避難行動をとろう

・�避難とは「難」を「避」けることです。安全な場所にいる方は指定緊急避難場所に行く必要はありません。
・�避難先は市で開設される指定緊急避難場所だけではありません。安全な親戚や知人宅に避難することも考えましょう。
・飲食物は持参してください。
・�感染症予防のため、マスク・消毒液・体温計を非常用持出袋の中に追加し持参してください。
・�ペットの受け入れはアレルギーなどの衛生面や臭いの付着などを考慮し行っていません。
・�配慮を要する方を単独で受け入れることはできません。必ず支援者と一緒に避難してください。
・�避難に関する問い合わせは、各施設ではなく担当へお問い合わせください。

市が設置する避難施設は、密接・密集・密閉の回避が困難となる状況も想定されます。
環境整備に努めていますが、親戚や知人宅などへの避難に備えておきましょう。

避難所 指定緊急避難場所
行くとき 自宅などが被災し居住できなくなった場合 避難情報により避難するとき
行先き 避難所または親戚や知人宅など 指定緊急避難場所または危険区域外の親戚・知人宅など
ペット 可（ゲージに入れるなどの条件あり） 不可（災害の恐れが無くなった後は、早期に通常利用するため）

飲食物支援 有 無
組織 避難所運営委員会 無

避難所と指定緊急避難場所の違い

避難所は「災害により家に戻れなくなっ
た住民が一定期間滞在する施設」、指定緊急
避難場所は「災害の危険から逃れるために
避難する場所」です。
違いを覚えておきましょう。

何が違うの？
「避難所」と「指定緊急避難

場所」

指定緊急避難場所へ避難時の注意点

自宅が洪水浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内にある

自分または一緒に避難する人の避難
に時間がかかる

安全な場所に住む親戚や知人がいる

高齢者等避難（警
戒レベル3）が発
令されたら、安
全な場所に住む
親戚や知人宅に
避難しましょう
（事前に相談しま
しょう）

避難指示（警戒レベル
4）が発令されたら、
安全な場所に住む親戚
や知人宅に避難しまし
ょう（事前に相談しま
しょう）

避難指示（警戒レベル
4）が発令されたら、
市が開設する指定緊急
避難場所または安全な
区域、建物の2階以上
に避難しましょう

高齢者等避難（警
戒レベル3）が発
令されたら、市
が開設する指定
緊急避難場所ま
たは安全な区域、
建物の2階以上に
避難しましょう

原則、避難の必要はありません。ただし、周りと
比べて低い土地や崖のそばに住む方は、市の避難
情報を参考に、必要に応じて行動してください

•�洪水により家屋が倒壊してしまう恐れの高い区
域の外側である
•�建物が浸水する深さより高いところにある
•�土砂災害の恐れがあっても、上層階にとどまり
安全を確保できる
•�浸水した場合であっても、水が引くまでの間、
水や食糧などの備えが十分にある
上記の場合はとどまって避難することも可
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いいえ

いいえ
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いいえ
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はい

はい
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安全な場所に住む親戚や知人がいる

各区域は、座間市防災ハザードマップまたは市ホームページで確認
できます。区域内に居住している方は、市が発令する避難情報を確認
してください。

私生活で常に持ち歩いている携帯電話は、災害時に
も家族などとの連絡や情報取得手段として必須です。
日頃からモバイルバッテリーなどを備えておきまし
ょう。

避難行動をフローチャートで
チェック！

地域の避難情報を知ろう

モバイルバッテリーの充電を

洪水洪水
相模川・鳩川・目久尻川
の洪水浸水想定区域内
に居住する方

土砂災害土砂災害
土砂災害警戒区域内に
居住する方

座間市防災
ハザードマップ
（わが街ガイド）

気象庁は6月1日から大まかな地域を対象に、災害級の大雨をもたらす可能性がある「線状降水帯」につい
て、半日前からの情報提供を開始しました。市が発表する情報と合わせてご確認ください。線状降水帯予測

モバイル
バッテリー

8 広 報 2022（令和4）年7月1日　No.1150

みんなで築こう　人権の世紀�〜考えよう　相手の気持ち　未来へつなげよう　違いを認め合う心〜
� 担当 広報人権課　☎046（252）8087　 FAX 046(252）0220


